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「ステップファミリー」 の定義とこの語を使う意味

 成人カップルの少なくともどちらかが以前の関係で生まれた子どもを持っている家族

（Ganong & Coleman 2017: 2）。親の新しいパートナーとの関係をもつ子どものいる家

族（子ども中心の定義／野沢代案）。いずれにしても「継親子関係」を含む家族を指

す。

 「子連れ再婚家族」という表現は同居親中心的。「ブレンデッド・ファミリー=混合家族」

などの用語に含まれる偏向の効果に注意（Papernow 2019）。

 多様性がある。非法律婚を含む。未婚カップルの場合もある。

ステップファミリーに相当する日本語がなく、継親／継父・継母、継子など

の用語使用が避けられることで、その独自性に光が当てられない。「ふつうの家族」

（核家族）と同一視されてしまう。偏向の少ない独自の名称が必要（野沢2021a）。
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日本の離婚・再婚後家族の特徴
３つのギャップ（原理原則は何か？）

ステップファミリーには関係の複雑さがあるが、継親子関係に血縁がない以外は
ステップファミリーも初婚核家族と何ら違いがないと見る家族観／制度が、家族内に
葛藤、抑圧、苦悩などを生み出している可能性がある（野沢・菊地2021、野沢2015、
野沢・菊地2014など）。柔軟で現実的なステップファミリーをノーマライズするために
は、日本社会に存在する３つの制度的ギャップの存在に注目する必要がある。

①離婚後の親責任における圧倒的なジェンダーギャップ

②親の権利（利益）と子どもの権利（利益）の間のギャップ
→両親の婚姻内と婚姻外の間にある子どもの権利の差別／ギャップ

③世界的な制度的潮流（原則の転換）と日本の「常識」のギャップ

①離婚後の養育責任におけるジェンダーギャップ

 父親の8割強と母親の1割強は親権を喪失している。

 親権喪失した父母と子どもの関係が失われる傾向が強い。

→子連れ離婚≒ひとり親家族（家庭）≒母子家庭

→日本では離婚後に母親が単独で養育責任を担うことが自明視さ
れ、母親の責任が50%から100％（父親は50％から0％）になる。

 婚姻外の親の責任における制度的・構造的ジェンダーギャップ
が疑問視されてこなかった。女性（母親）が不平等な負担を強いら
れており、同時に子どもの最善の利益が損なわれている現状維持
に社会的関心が低い。
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親と子（とくに母と子）の利益は一体化したものと考えられる傾向があった。暗黙の内に
子どもは母親がケアすべきものとされ、母親はそれを単独で担うことを拒否することが困
難であり、父親は免責／排除されやすい。その仕組み自体は再点検されず、ひとり親の
支援が自明視されてきた。例えば、親権者が半減することと子どもの貧困の関係は問わ
れない。「ひとり親」支援とは独立の子ども支援は議題にされない。

最近の法務省調査からは、離婚した父母の多くが離婚後の子どもの養育費や面会交流
だけでなく、別居や離婚についても協議できないまま夫婦と親子の別離に至ること、子ど
もへの説明がなく、子どもたちは自らの本心を親に伝えられないことが多いことが示唆さ
れている（横山ほか 2022） 。子どもを含む当事者間の協議を当事者だけで行い、しかも
子どもの最善の利益を保障することは困難である。

親の一方が親権を喪失し、協議が成り立たず、結果として親子関係が喪失されるケース
が非常に多い。この事実は、もう一つの婚外子差別が法的に解消されていないことを意
味する。両親が婚姻外にある子どもは、父母両方を親権者とすることが許されない。
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②親の権利と子どもの権利の間のギャップ
→両親の婚姻内と婚姻外の間にある子どもの権利の差別／ギャップ

 対象者：調査会社の登録モニター（関東・関西・東海・中国地方在住者）に向けた
インターネット上の募集に対し応募のあった協力者など。親の再婚（事実婚を含む）を
経験し、成人前に継親と同居した経験のある20～34歳（平均25.4歳）の19人（女性17
人、男性2人）。

 調査期間：2012年10月～2013年8月

 調査方法：対面的インタビュー調査、以下の項目についての半構造化インタビュー
（70～150分）

 質問項目：①親の離婚や再婚の経緯とその受け止め方、②継親との関係とその
変化、③親の離婚（死別）後に同居した親や別居した親との関係、④きょうだい関係、
継きょうだい関係、⑤祖父母、継祖父母などの親族との関係、⑥学校の教師や友だ
ちなどとの関係など。
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若年成人継子のインタビュー調査概要
野沢・菊地（2014）、野沢（2015）、Nozawa (2015)
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表１ 同居親評価類型と継親子関係類型の関連（教育達成および適応上の問題行動）

継親子関係の類型

同居親の評価類型
B（大学卒） A（大学生）
I（短大卒） M（大学中退）
O（専門卒）

S（大学卒）

H（専門卒）*
J（高校卒）

E（専門卒） C（専門中退）*
Q（大学院生） K1（高校卒） （K2)
W（高校卒）* P（高校卒）*
Y（大学中退）

【注】*印は思春期から青年期に適応上の問題（鬱・自殺願望、精神障害、不登校、家出、夜遊びなど）を経験したケース。

網掛けは、現在精神的健康上の不安を抱えていることが語りからうかがえたケース。

下線（F, S）は男性、それ以外は女性。イタリック（B, F, O）は継母と同居、それ以外は継父と同居。

「専門」は高校卒業後に専門学校に進学したケース。

Kさんの経験は、③-4（最初の継父子関係K1）と③-5（2番目の継父子関係K2）にまたがる。

③自分を気遣わない親へ
の不信・距離化（n=7）

５．親ではない
独自の関係発達

②継親の側に立つ親に対
する失望・疎外感（n=4）

Z（大学生）

１．親として受容 ２．思春期の衝
突で悪化

３．関係の回避 ４．支配忍従関
係から決別

①柔軟な仲介者・擁護者
である親を肯定的に評価
（n=8）

T（大学生） F（専門卒）

G（大学卒）

野沢（2015： 65）

子どもの権利条約における理念の転換

1989年に国連総会において全会一致で採択。2019年現在、国連加盟国数を上回
る196国と地域が締約。日本は1994年に批准。

親を子どもに対する権利の保有者とみる考え方から、子どもが親を失わない権利
を保有するという考え方へ。理念の転換。

子どもは、自分の父と母をきちんと知り、父母に養育される権利（第7条1項）、父母
から切り離されない権利（第9条1項）、そして一緒に暮らせない場合でも親と交流し
て関係が保たれる権利（第9条3項）を持つ。また、自分の人生に影響を及ぼす大事
なことについて自分の意見を表明する権利（第12条）を持つ。

締約国は、権利の実現のため、適切な立法措置、行政措置その他の措置を講ず
る（第4条）。
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 C. アーロンズ（Ahrons 1979）は、「ひとり親家族（single-parent family）」と
いう言葉は、婚姻関係の解消=家族解体とみなしていると指摘。父母
が離婚・再婚後も子どもの共同監護や面会交流を行う場合、二つの
世帯にまたがるネットワークとしての家族＝「双核家族（binuclear
family）」のなかで子どもが育つ家族モデルを提唱。法制度改革後の
米国の子どもたちの経験を検証（Ahrons 2004=2006）。

 P. パーキンソン（Parkinson 2011）は、西洋世界における離婚後の家族を
めぐる法制度の変化を「親子の分離不可能性」にあるとみる。婚姻関
係の解消と無関係に親子関係は永続的なものと見る理念の浸透。
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３：世界的潮流と日本の「常識」のギャップ
世界は両親の婚姻状態に関係なく親を喪失しない原則へ

日本独特の離婚・再婚と子どもに関する制度

離婚後の単独親権強制：離婚後は子どもが必ず親権者を半分失う

「離婚→ひとり親家族→子連れ再婚→ふたり親家族」という固定観念の基盤。二人の親権者を持つ
子どもから一人を剥奪しない限りは離婚が成立しない制度（＊日本以外ではインドとトルコだけ）

協議離婚制度：圧倒的多数が届け出だけで簡単に離婚
面会交流と養育費の支払いについて子どもの利益を最優先して父母が立ち止まり協議する機会
がない。（＊サウジアラビア、タイ、中国など少数→例：韓国の改革）

容易な継子の養子縁組制度：届け出だけ、非親権親の承諾も不要

継親は「新しい父／母」になり、夫妻チームで子育て→「ふつうの家族」の再建という構造的罠へ。

＊法務省／外務省による、Ｇ20を含む海外24か国の調査報告書『父母の離婚後の子の養育に関
する海外法制について』（2020年）。
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日本と（西洋）世界の間
子どもの権利保障に関わる原理・制度上のギャップ

子どもの権利条約の批准を受けて、西洋世界の国々が理念の転換に基づき離婚後の親
子関係に関する家族法の改革の試みを積み重ねている。スウェーデンについて善積
（2013）、フランスについて（Théry 2016=2019, 齊藤2012）、条約締結国ではない米国につい
て山口（2020）、韓国・台湾における制度改革については山西（2022）などを参照。ステップ
ファミリーを含む欧米全般の家族法の変遷についてStewart and Timothy （2020）および野
沢（2021a, 2022b）参照。

2019年2月、国連子どもの権利委員会が日本に離婚後の親子関係に関する法令改正を
勧告（共同親権、別居親との関係や直接の交流維持など）。

2020年7月、欧州連合（ＥＵ）欧州議会本会議が日本に厳しい要請を決議（子どもの連れ去
り行為という「子どもへの重大な虐待」行為放任の改善要求）。

2023年3月には、オーストラリア政府が日本政府に対して、離婚後の単独親権を見直し、
共同養育を可能にする法制度改革を求める要望書を提出（The Sydney Morning Herald, 
March 22, 2023）。

1986年、東京都単身家庭問題検討委員会が「ひとり親（家庭）」を「親の数のみに着目した家族
類型」、「客観的・相対的な視点に立つ新しい概念」として提唱（山崎2003: 206）。

今なお、様々な学界・業界内に支配的な離婚（再婚）家族についての認識枠組を「ひとり親家族
パラダイム」と呼びたい（野沢 2021b, 2022b） 。これが認識の枠組（壁）となって子どもたちの経験
への視線が遮られ、それゆえ研究対象が「ひとり親」の経験に限定されてきた（直原ほか 2021）。

日本の研究者がフランスの離婚家族支援スタッフを調査した際、両親が生きている場合「ひとり
親」と言わない、「離別した親」と呼ぶと指摘されたというエピソード（近藤 2013: 3）は、別れた親
が死別した親と同じカテゴリーに入っていることに違和感がない日本の現状を象徴する（Théry 
2016=2019参照）。
一見ジェンダーフリーなこの概念が、母親が単独で養育責任を担う事実を見えにくくする。

「ひとり親家族」概念は、離婚後の家族のあり方を単純化し、その潜在的家族構造の多様性を
視野から排除する効果を持つ。同様に「子連れ再婚家族（=ふたり親家族）」という概念も、再婚
後の家族のあり方を画一化・固定化させる効果を持つ（「ステップファミリー」概念が必要）。
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ギャップを不可視化する「ひとり親家族パラダイム」
ふたり親家族→離婚→ひとり親家族（家庭）≒母子家庭→再婚→ふたり親家族
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ある市の母子父子自立支援者から届いた拙著（野沢・菊地2021）の読後感。

「自分の想像力のなさ、経験不足、知識不足を痛感いたしました。児童扶養手当
を受給されているひとり親さんが結婚なり、事実婚なりをされるときは、窓口に来
られて、手当の喪失手続きをされます。その際、簡単な聞き取りをしてから、『お
めでとうございます』と言って終了していたのです。」

「今後は、もっと丁寧な聞き取りをして、『終了』ではなく、『また、何か心配なこと
があったら、いつでも来てくださいね』と一言添えるようにします。」

〈ふたり親家族⇒ひとり親家族⇒ふたり親家族〉という変遷を当たり前とみる傾
向が家族支援の現場にある？

ステップファミリーに特別な支援は必要ないと思われている？
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再婚すれば「ひとり親家族」支援から卒業？
野沢（2021a）

ステップファミリーの類型論
Ganong and Sanner （2023）のレビュー論文

33年間にわたる10カ国の研究（Nozawa 2015, 2020を含む）をレビューし、ステップファミリーあるいは
ステップファミリーの家族関係に関する34の類型論（typologies）と127の類型（types）を抽出した。方法、
文脈、焦点が多様であるにもかかわらず、導かれた関係ダイナミクスや家族過程には顕著な一貫性
（文化・社会を横断するステップファミリー生活への共通した頑健な反応）があるとその結論づける。
そして、人々が3つの家族パラダイム（家族の現実を了解する方法―世界観）のいずれかに基づいて
家族関係が営まれている傾向があると論じる。

①核家族モデル
初婚核家族を再建しようとし、継親が別居親を代替し、以前の「過去」はなかったかのように。

②ステップファミリーモデル
家族関係が複雑であり、初婚核家族と異なると気づき、柔軟で創造的なステップ関係を築く。

③還元モデル／ステップファミリーとそのメンバーの拒絶
家族関係形成のモデルというよりは、ステップ関係にある相手やステップファミリーの拒絶。血縁の
親族関係への固執。これは、核家族モデルの副産物（その拒絶あるいは元の核家族への回帰）であ
り、親（への愛情）は二人だけに限定されるという考え方。
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①代替モデル／スクラップ＆ビルド型（日本的修正型）
「核家族モデル」（Ganong & Sanner 2023）＝「ひとり親家族パラダイム」

離別
（死別）

結婚
（再婚）

ふたり親家族 ひとり親家族 ふたり親家族

家族=世帯集団の境界

Nozawa (2020)、野沢・菊地（2021）、野沢（2016）、菊地（2009）

=親権者=同居親の視点で作り直される家族とみる見解（子づれ再婚家族）

「ふつうの家族」（ブレンド）を当然の目標
夫妻とも幼児期の子どもがいて再婚約２年後のケース（野沢 2009: 183-184）

妻：「まずはやはり、主人の子どもを本当の子どもとして思いたいという、同じレベ
ルで見たいということがあって、家族としてはやはり何でも話せる、子どもが大きく
なっても話ができる、今日あった出来事とか話せるような家族でありたいなと思うん
ですけれど。」

「とにかく、同じ意識でいたいというか、自分の子のように甘えさせていたいし、自
分の子のようにしかってあげたいし、という、その気持ちでいたかった。

「多分、彼（［夫］が私に期待していること）はとにかく、私と主人の子どもとがうまく
やってほしいというふうなことです。私が本当に（夫の子を自分の）子どもとして見ら
れるようになってほしいと思っているので。」

継子を「嫌だなと思ったり、いらいらしてみたり」。自分の子と同じに扱えないことに
自責の念。

夫：「彼女（妻）の気持ちの問題」であり、「（自分の）両親と僕は（子どもと）うまく
やってほしいと思っているけれども（妻の気持ちが）どうしても変わらない」と悩む。
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継続モデル／連鎖・拡張するネットワーク型

元夫と子どもたちの交流＋夫の元妻と子どもたちの交流
２人の息子を持つ母と2人の息子を持つ父との再婚
野沢・菊地（2021: 153-164）の恵さん（仮名）の事例

妻は自分の親の離婚経験でもそうだったが、離婚後に元夫と息子たちと定期的な面
会交流を実施、養育費支払いもあり。

夫は自分の両親の離別後に母親と会っていない。自分の離婚後も息子たちの親権者
となり、母親に会わせていない。

夫は，再婚後に「ふつうの家族」を求め、妻に自分の子どもの「母親」になることを期待
した。

再婚後に、妻は継子たちの継母役と息子たちの母親役の間で板挟みと負担過剰にな
り、行き詰まる。

①夫とその子どもたちの母子関係回復

②2世帯シェアハウス的な住まい方

日本社会の課題1 法制度と支援制度
日本社会の法制度などの長期間にわたる変化の小ささが際立っ
ている。現行制度の背後にある原理・原則はどのようなものかを急
いで検討する必要がある。離婚制度、戸籍制度（夫婦同姓を前提と
する所属集団という家族パラダイムの基盤［下夷2019］）など、国内
法と文化・慣習の暗黙の前提となっている古い「常識」が現代日本
のグローバルな新たな原理・原則（子どもの権利やジェンダー平等
の保障）との軋轢を生み出している。

西洋世界や国連発の新しい原理を国内法に取り入れないという選
択をするならどのような対抗原則を立てるのかの議論を行うべき
（野沢2023, 野沢・菊地2021）。
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日本社会の課題2 法制度と支援制度
明治以来の日本の民法に固有の家族に法は介入せずという原則
（水野2013）を見直す必要がある（協議離婚制度など） 。皮肉なことだ
が、父母の婚姻解消しようとすると、親権の強制剥奪という強力な法
的介入を受ける。この現行の強制介入はどのような原理に基づくの
かが議論されていない。

家族内の暴力（虐待）に対して法が介入しない（犯罪とみなさず、加
害者教育プログラムも課さない）状況を放置し、その対処として日本
独自の離婚制度を代用し続けている。その事実が子どもたちの人生
にどのような不利益をもたらしているかが問われないままだが、その
研究が急務だ。家族間の暴力と離婚後の親子関係の喪失の２つの
問題への政府の介入策を一体的に議論する必要がある。

日本社会の課題3 法制度と支援制度
離婚・再婚後の家族に関する画一的な「ひとり親（ふたり親）家族
パラダイム」に基づいて行われてきた支援施策は、親の利益ととき
に対立する権利主体としての子どもの苦痛や不利益（それは翻って
親や継親の苦痛や不利益でもある）に目を向ける必要がある。

日本の現状では「核家族モデル＝スクラップ＆ビルド型／代替モ
デル」が圧倒的に支配的であるため、より柔軟な家族観に基づき子
どもの家族関係を豊かにする家族形成のメリットを高めるためには
支援が不可欠である。離婚・再婚後の家族生活教育などの介入・
支援が広範に行われるような制度作りが重要。少なくとも支援の現
場により柔軟で創造的な家族パラダイムに基づく子どもへのアプ
ローチが必要とされている。
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